
「南花台ふれあいプラザ」は、「河内長野市南花  

台ふれあい活動支援事業実施要綱」の規  

定に基づき南花台における住民相互の親睦を深 

め、福祉の増進、文化的活動・行事等に利用する 

ことを目的として設置された施設である。 

この施設の運営は、地元住民で組織する「南花台ふ       

れあいプラザ運営委員会」が行っている。 

決算書掲載頁　P117

内
訳

高齢者等の福祉の増進を図る。

プラザが旧校舎内に移転する方向で、企画政策室が中心となり、関係課と調整。
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地域福祉部生活福祉課

事業： 地域福祉施設管理運営事業 1205
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光熱費程度の予算執行であり、清掃・管理は地元で負担し、円滑に運営されている。
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所管課

南花台地区に居住する高齢者が集う場所を提供することで、そのふれあいの輪を広げ、高齢者の生きがいづくりや健康
増進を図る。
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協働 平成19年度

南花台地区の高齢者

プラザが旧校舎内に移転する方向で、企画政策室が中心となり、関係課と調整。
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事業：地域福祉施設管理運営事業                               

高齢者が集う場所を提供することで、そのふれあいの輪を広げ、高齢者の生きがいづくりや健康増進を図った。 

 

 

細事業：南花台ふれあいプラザ管理事業                        

高齢者の生きがいづくり活動、世代間交流、小地域ネットワーク活動などの地域福祉活動事業を行う場となる 

｢南花台ふれあいプラザ｣の利用促進に努めた。（南花台ふれあいプラザ運営委員会が管理運営。） 

 

 

 

 

 

 

南花台ふれあいプラザは、住民の交流・親睦を目的としたサークル（趣味の会）活動、講習、講演、発表会、     

作品展などさまざまな目的で利用されている。 

 

 

主な活動内容 

・ﾌﾟﾗｻﾞ茶屋 

・太極拳･水墨画 

・社交ﾀﾞﾝｽ 

・囲碁･将棋 

・川柳 

・手芸 

・ｱｰﾄﾌﾗﾜｰ 

・ﾊﾟｿｺﾝ教室 

・体操 

・映画会  など 

 

 

   利用状況 

 開館日数（日） 
男女別利用者数（人） 

１日平均利用者数（人） 
男 女 計 

年 間 336 3,904 4,007 7,911 24 

 

「南花台ふれあいプラザ」は、「河内長野市南花  

台ふれあい活動支援事業実施要綱」の規  

定に基づき南花台における住民相互の親睦を深 

め、福祉の増進、文化的活動・行事等に利用する 

ことを目的として設置された施設である。 

この施設の運営は、地元住民で組織する「南花台ふ       

れあいプラザ運営委員会」が行っている。 


